
 

 

1 

 

 

居宅介護支援重要事項説明書 
 

 

 

１．事業者（法人） 

事業者の名称 社会福祉法人 大月市社会福祉協議会 

法人所在地 山梨県大月市大月町花咲１０ 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代表者氏名 会長 白川惠子 

電 話 番 号 ０５５４－２３－２００１ 

 

 

２．運営の目的と方針  

 要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的としま

す。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている

指定居宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を

営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。 

 また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連

携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。 

 

 

３．概要 

(１)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事  業  所  名 指定居宅介護支援事業所 介護プラン「花さき」 

所    在    地 山梨県大月市大月町花咲１０ 

介護保険指定番号 １９７１４０００３９ 

管   理   者 小林 ほみえ 

サービス提供地域 大月市、上野原市、都留市 

 

(２)当法人のあわせて実施する事業 

種 類 事 業 者 名 事 業 者 指 定 番 号 

通所介護 デイサービスセンター「やまゆり」 １９７１４０００７０ 

訪問介護 ヘルパーステーション「花さき」 １９７１４００１０４ 
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(３)職員体制 

従 業 員 の 職 種 区分 業  務  内  容 人数 

管理者 常勤 事業所の運営および業務全般の管理 人以上 

主任介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務 人以上 

介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務 人以上 

 

(４)営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から土曜日 

（１２月２９日から１月３日、祝日の翌日の土曜を除く） 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分 

携帯電話での対応 

営業日以外の日、及び午後５時３０分～午前８時３０分は、 

０７０－４４７２－７２１５ で対応します。 

※携帯電話による２４時間連絡体制あり 

 

(５)居宅介護支援サービスの実施概要 

事  項 備  考 

課題分析およびモニ

タリングの実施方法 

厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じたアセスメント票

を使用して課題分析を行います。その後、少なくとも月１回はご

利用者の居宅を訪問し、ご利用者と面談の上サービスの利用状

況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認させていた

だき記録します。 

利 用 料 金 ご利用者負担はありません 

研 修 の 参 加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加 

担当者の変更 担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能 

 

(６)居宅介護支援の内容 

ア セ ス メ ン ト 利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握

し、課題を分析します。 

サ ー ビ ス 調 整 アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ

連絡調整を行います。 

ケ ア プ ラ ン 作 成 介護サービス等を利用するためのケアプランを作成します。 

サービス担当者会議 介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容等について話

し合います。介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置

付けたサービスの担当者から、会議の召集（サービス担当者会

議）、照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容につい
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て、専門的な見地からの意見を求めます。 

参集にて行なうもののほかに、テレビ電話装置等を活用して実施

する場合もあります。ご利用者様等が参加して実施する会議につ

いて、ご利用者等の同意を得た上で、テレビ電話装置等を活用し

て実施する場合もあります。 

モ ニ タ リ ン グ 少なくとも１月に１回は利用者と面接を行い、利用者の心身の状

態やケアプランの利用状況等について確認します。また、ご利用

者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、ご利

用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の

関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニ

タリングを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を

活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサー

ビス事業者との連携により情報を収集します。なお、少なくとも

２月に１回は利用者の居宅を訪問します。 

給 付 管 理 ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、

国民健康保険団体連合会に提出します。 

要介護認定の申請に

係る援助 

利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請

を円滑に行えるよう援助します。利用者が希望する場合、要介護

認定の申請を代行します。 

介護保険施設等の紹介 利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険

施設等に入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等に関する

情報を提供します。 

 

(７)居宅介護支援の業務範囲外の内容 

居宅介護支援の業務

範囲外の内容 

・救急車への同乗 

・入退院時の手続きや生活用品調達等の支援 

・家事の代行業務 

・直接の身体介護・身体看護 

・金銭管理 

 

 

４．利用者からの相談または苦情に対応する窓口 

（１）当事業所相談窓口 

相談窓口 ・在宅介護支援センター「花さき相談室」 ・介護プラン「花さき」 

苦情対応 
（苦情受付）大月市社会福祉協議会 総務担当 

（苦情解決責任者）大月市社会福祉協議会 事務局長 

電話番号 ０５５４－２３－２００１（相談窓口・苦情対応） 

対応時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 
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(２)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。 

 外部苦情相談窓口 

大月市 市民生活部福祉介護課

介護保険担当 

電話番号 ０５５４－２３－８０３５ 

所 在 地 大月市大月２－６－２０ 

上野原市 長寿介護課 
電話番号 ０５５４－６２－３１２８ 

所 在 地 上野原市上野原３１６３ 

都留市 長寿介護課 

介護保険担当 

電話番号 ０５５４－４６－５１１８ 

所 在 地 都留市上谷１－１－１ 

山梨県社会福祉協議会 
電話番号 ０５５－２５４－８６１０ 

所 在 地 甲府市北新１－２－１２ 

山梨県国民健康保険団体連合会

介護保険相談窓口 

電話番号 ０５５－２２３－９２０１ 

所 在 地 甲府市蓬沢１－１５－３５ 

 

 

５．事故発生時の対応 

 ①サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに家族や市町村（保険者）に連絡す

るとともに、その他必要な場合には、主治医に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 ②サービス提供に当たって、当事業所の責に帰すべき理由により生命、身体財産等に損害を

及ぼした場合には、誠意をもって対応いたします。 

 

 

６．主治の医師および医療機関等との連絡 

介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望している場合、その他必要な場合には利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。 

または、利用者が病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な

移行を支援するため、早期に病院等と情報共有や連携を行います。 

 （※病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。） 

 

 

７．秘密の保持 

 ①介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

 ②事業者は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、介護支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する為、必要な

措置を講じます。 

 ③サービス担当者会議、及び事業者間の連絡調整等の際は、一定条件の下で情報提供をす

ることを、利用者及びその家族は同意するものとします。 

 

 

８．利用者自身によるサービスの選択と同意 

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成の開始に当たっては、利用者のニーズに沿って指

定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に対

して公平に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 
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なお、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等の紹介や居宅サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができます。 

 

 

９．業務継続計画の策定 

 事業所は、感染症や自然災害の発生時において、ご利用者に対する指定居宅介護支援事業の

提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

10．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

事業者は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために、次の各号に掲げる措置

を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね６月に１回以上開催します。

その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

 

11．虐待の防止 

事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図ります。 

②事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。 
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 当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。     

この証として本書２通を作成し、利用者、事業者が記名の上、各自１通を保有するものとしま

す。 

 ご利用者様の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏

まえ、以下の対応をさせていただきます。 

 ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。 

 イ ご利用者様等の押印について、求めないことを可能とします。 

 

令和  年  月  日 

 

居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。 

事業者名 指定居宅介護支援事業所 介護プラン「花さき」 

所 在 地 山梨県大月市大月町花咲１０ 

 

説 明 者                                   

 

令和  年  月  日 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの提供開始

に同意しました。 

 

利   用   者 

 

住   所                                                 

 

 氏   名                                    

 

代   理   人 

 

住   所                                                    

 

 氏   名                                    

 

 


